
（別紙様式１）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一 般 競 争 入 札 ・
指 名 競 争 入 札 の 別
( 総 合 評 価 の 実 施 )

予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率 備 考

京浜港施工状況確認等補助業務 分任支出負担行為担当官

川崎港の対象工事現場(調査現場を含む) 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R4.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

京浜港発注補助業務 分任支出負担行為担当官

川崎港の対象工事現場 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R5.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

京浜港監督補助業務 分任支出負担行為担当官

川崎港の対象工事現場(調査現場を含む 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R5.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

京浜港監督補助業務(その2) 分任支出負担行為担当官

横浜港の対象工事現場(調査現場を含む) 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R5.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

京浜港貸付国有港湾施設維持補修工事等 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭1番1地先　他 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R4.3.31 京浜港湾事務所

港湾土木工事 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港設計・調査資料作成業務 分任支出負担行為担当官

横浜市西区みなとみらい6-3-7　京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R4.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全管理業務 分任支出負担行為担当官

川崎市川崎区東扇島　航行安全情報管理室 京浜港湾事務所長

R3.4.1～R4.3.31 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

横浜港大黒地区岸壁(-12m)土質調査 分任支出負担行為担当官代理

神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭地先 京浜港湾事務所副所長

R3.4.21～R4.2.28 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港臨港道路建設資材価格等調査 分任支出負担行為担当官代理

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所副所長

R3.4.15～R4．3．18 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和3年5月分該当なし

川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部土質調査 分任支出負担行為担当官

川崎市川崎区水江町 京浜港湾事務所長

R3.6.2～R3.9.30 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部昇降施設修正設計 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.6.8～R4.2.28 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

R3.6.8

パシフィックコンサルタンツ（株）首
都圏本社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
14,674,000 13,200,000 90.0%

東京都千代田区神田錦町3-22
8013401001509

R3.4.15
（一財）経済調査会 一般競争入札

（総合評価）
10,142,000 9,680,000 95.4%

東京都港区新橋6-17-15

R3.6.2
興亜開発（株）関東支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
6,347,000 5,280,000 83.2%

東京都江東区新大橋１－８－２

5010005002705

9010601010479

R3.4.1
一般競争入札
（総合評価）

485,511,341 461,120,000 95.0%

R3.4.1
（一財）港湾空港総合技術センター 一般競争入札

（総合評価）
44,425,847 41,690,000 93.8%

東京都千代田区霞ヶ関３－３－１

5010005002705

5010005002705

（一財）港湾空港総合技術センター
東京都千代田区霞ヶ関３－３－１

R3.4.1
(株)ポルテック 一般競争入札

（総合評価）
143,238,244 136,070,000 95.0%

東京都千代田区内神田１-８-１

R3.4.1
(株)ポルテック 一般競争入札

（総合評価）
208,747,822 198,000,000 94.9%

東京都千代田区内神田１-８-１

5010401047320

5010401047320

R3.4.1
信幸建設(株) 一般競争入札

（総合評価）
252,944,778 228,800,000 90.5%

東京都千代田区神田司町２－２－
７

R3.4.1
（一財）港湾空港総合技術センター 一般競争入札

（総合評価）
124,472,268 118,239,000 95.0%

東京都千代田区霞ヶ関３－３－１

1010001018642

5010005002705

R3.4.1
（公社）東京湾海難防止協会 一般競争入札

（総合評価）
54,648,000 54,560,000 99.8%

横浜市中区住吉町４-４５-１１ 

R3.4.21
（株）東京ソイルリサーチ横浜支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
28,094,000 23,705,000 84.4%

横浜市中区相生町１-３　モアグラ
ンド関内ビル

1020005009686

3013201006646



（別紙様式１）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一 般 競 争 入 札 ・
指 名 競 争 入 札 の 別
( 総 合 評 価 の 実 施 )

予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率 備 考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

横浜港本牧地区土質調査 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先 京浜港湾事務所長

R3.6.14～R3.11.30 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

京浜港貸付国有港湾施設定期点検業務 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先１－１　他 京浜港湾事務所長

R3.7..5～R4.2.25 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

横浜港本牧ふ頭地区用地測量業務 分任支出負担行為担当官

本牧地区　横浜市中区本牧ふ頭1-360、1-363 京浜港湾事務所長

R3.7.21～R3．10.15 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年８月分該当なし

令和３年度　横浜港本牧地区航路・泊地（-16m）浚渫工事 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先　他 京浜港湾事務所長

R3.9.8～R4.1.14 京浜港湾事務所

港湾等しゅんせつ工事 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年度　横浜港本牧地区航路・泊地（-16m）浚渫工事(その２） 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先　他 京浜港湾事務所長

R3.9.28～R4.1.14 京浜港湾事務所

港湾等しゅんせつ工事 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先　他 京浜港湾事務所長

R3.10.7～R4.1.31 京浜港湾事務所

港湾等しゅんせつ工事 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年度　横浜港新本牧地区土質調査（その２） 分任支出負担行為担当官

横浜市中区本牧ふ頭地先 京浜港湾事務所長

R3.10.6～R4.3.22 京浜港湾事務所

測量・調査 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和3年度　京浜港国有港湾施設維持管理計画策定業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.10.18～R4.3.18 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

89.7%

57,937,000

6290801012011

R3.9.28

80.2%

日本海工(株)東京支店

388,663,000

47,850,000 82.6%

131,439,000

433,389,000
一般競争入札
（総合評価）

9140001012187

6010001036433

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
5430001072841

116,688,000 102,828,000 88.1%

89.6%117,755,000

東京都大田区大森北１－１１－１

(株)青木組　東京本店 一般競争入札
（総合評価）東京都中央区日本橋茅場町３－４－２

24,838,000 19,910,000

一般競争入札
（総合評価）

若築建設（株）横浜支店
横浜市中区尾上町１－６

8013401001509

R3.10.7

R3.10.18

パシフィックコンサルタンツ（株）首
都圏本社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
東京都千代田区神田錦町3-22

R3.9.8

東京都千代田区六番町２
明治コンサルタント(株)　東京支店

R3.10.6

1011101002841

R3.7.21
(株)マドック

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
36,894,000 29,623,000 80.3%

大崎市古川江合錦町２－１－３
2370201000561

R3.7.5
(株)エコー

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
39,440,858 34,100,000 86.5%

東京都台東区北上野２－６－４

R3.6.14
応用値施設（株）横浜営業所

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
32,725,000 27,379,000 83.7%

横浜市港北区新横浜2-12-12
2010001034531



２－１

　　京浜港湾

　（　件名　）　 川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 八千代エンジニヤリング株式会

社横浜センター と随意契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、国土交通省の定める事業評価の手法に基づき、川崎港臨港道路東扇

島水江町線整備事業における整備効果について、検討を行うものである。

　臨港道路の整備効果の検討にあたっては、交通量推計及び整備効果評価に精通

していることが必要となり、専門的な技術が必要である。また、当事業箇所周辺の開

発計画の動向、現況の交通状況や道路利用状況の変化等の多岐にわたる知識も

必要となる。

　よって、「当該事業箇所における臨海部の混雑状況を適切に評価し、現況再現性

の高い交通量推計を行うため、推計モデルを設定する上での着目点」について、技

術提案を求め、仕様書に提案を反映し、本業務を遂行することにより、最も優れた成

果が期待出来る。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。

　八千代エンジニヤリング株式会社は、本業務実施に係る総合評価型プロポーザル

方式により提出された技術提案書を建設コンサルタント等選定委員会において評価

検討した結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対す

る技術提案等の項目においてもっとも優れた技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター と随意
契約致したい。



２－２

　　京浜港湾

　（　件名　）　 川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 川崎港臨港道路東扇島水江町

線技術評価業務沿岸技術研究センター・大日本コンサルタント設計共同体 と随意

契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、川崎港臨港道路東扇島水江町線事業における橋梁構造における技

術的な検討を行うとともに、橋梁技術・施工検討会の運営を行うものである。

　主橋梁部は大型船舶が航行する京浜運河を渡河するため、大きな桁下空間を確

保する必要がある一方、東京国際空港（羽田空港）の航空制限（制限表面）により

低主塔かつ径間長が国内最大クラスの斜張橋である。本橋のこのような地理的要

因、構造上の特徴を踏まえ、設計上の要求性能を満たすことが重要である。

　以上から、課題を適切に把握し合理的に解決する専門的な技術が必要であり、

同様な事業の建設事例等を踏まえたうえで、多岐にわたる技術的知見も必要とな

る。

　よって、本業務は、技術提案を求め、特記仕様書に提案を反映し本業務を遂行す

ることにより、最も優れた成果が期待出来る。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。

　川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務沿岸技術研究センター・大日本コ

ンサルタント設計共同体は、本業務実施に係る総合評価型プロポーザル方式によ

り提出された技術提案書を建設コンサルタント等選定委員会において評価検討し

た結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対する技

術提案等の項目においてもっとも優れた技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務
沿岸技術研究センター・大日本コンサルタント設計共同体 と随意契約致したい。



２－３

　　京浜港湾

　（　件名　）　 横浜港新本牧地区動態観測及び管理手法等検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 復建調査設計株式会社 と随意

契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、横浜港新本牧地区において、護岸、中仕切堤及び埋立の進捗に伴い

発生する地盤の圧密沈下や構造物の変位、鋼構造物の腐食について、予測計算

及び動態観測手法について検討を行うものである。

　本業務の遂行にあたっては、新本牧地区における地盤の特徴、埋立地の造成

（地盤改良、埋立）、コンテナターミナルの施設配置や運用、圧密沈下や地盤変形

に対する解析といった、多岐にわたる専門分野に精通していることが求められる。

　よって、高度な知識と豊かな経験有する者から、「予測計算及び動態観測の検討

における着眼点」の技術提案を募り、優れた提案を仕様に反映することによりもっと

も優れた成果を期待することができる。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。

　復建調査設計株式会社は、本業務実施に係る総合評価型プロポーザル方式によ

り提出された技術提案書を建設コンサルタント等選定委員会において評価検討し

た結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対する技

術提案等の項目においてもっとも優れた技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 復建調査設計株式会社 と随意契約致したい。



２－４

　　京浜港湾

　（　件名　）　 横浜港新本牧地区護岸構造検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 パシフィックコンサルタンツ株式

会社 と随意契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、横浜港新本牧地区護岸において、圧密沈下を考慮した施工断面の検

討、沈下に対応したスリット構造の検討、サンドコンパクション盛上土の活用検討

や、基礎及び裏込石の代替材にかかる検討を行う業務である。

本業務の実施にあたっては、地盤特性、構造特性、材料特性を理解した上で、護岸

構造の検討に必要となる圧密沈下計算、構造計算、安定計算といった多岐にわたる

専門分野に精通していることが求められる。

よって、高度な知識と豊かな経験を有する者から「護岸構造を検討する上での着目

点」の技術提案を募り、優れた提案を仕様に反映することによりもっとも優れた成果

を期待することができる。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。

　パシフィックコンサルタンツ株式会社は、本業務実施に係る総合評価型プロポーザ

ル方式により提出された技術提案書を建設コンサルタント等選定委員会において評

価検討した結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対

する技術提案等の項目においてもっとも優れた技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 パシフィックコンサルタンツ株式会社 と随意契約致した
い。



２－５

　　京浜港湾

　（　件名　）　 川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 公益社団法人東京湾海難防止

協会 と随意契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、川崎港臨港道路東扇島水江町線の橋梁工事に関し、近傍の運河を航

行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安全確保のために必要な具体的対策に

ついて検討するものである。

　本業務を適切に実施するためには、川崎港京浜運河周辺における船舶交通の特

性に精通していることが必要であり、総合的な航行安全対策の検討を念頭においた

とりまとめが要求される。

よって、航行安全対策等について専門的な知見を有する者から、「既往航行安全対

策の検証のための具体的な検討手法について」の技術提案を募り、もっとも優れた

提案を仕様に反映することによりもっとも優れた成果を期待する事ができる。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。

　公益社団法人東京湾海難防止協会は、本業務実施に係る技術提案書を建設コン

サルタント等選定委員会において評価検討した結果、予定管理技術者の経験及び

能力、実施方針及び特定テーマに対する技術提案等の項目においてもっとも優れ

た技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 公益社団法人東京湾海難防止協会 と随意契約致した
い。



２－６

　　京浜港湾

　（　件名　）　 横浜港新本牧地区他施工計画検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 一般財団法人港湾空港総合技

術センター と随意契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、横浜港新本牧地区他において、岸壁、護岸及び荷捌地といった港湾

土木施設の施工計画立案に関する検討を行うものである。

新本牧地区における港湾土木施設の整備は施工規模が大きく、大水深という施工

条件下において、地盤改良や基礎捨石、ケーソン及び鋼板セルの設置、埋立といっ

た多様な工種が輻輳し、大型且つ特殊な作業船や機材による施工が行われること

から、これらの施工計画を立案するためには、港湾土木施設の構造的な特徴や港

湾工事の特殊性を理解し、関連する施工が円滑に行われ合理的に構造物が構築

されるといった視点が必要であり、港湾工事全般の多岐にわたる専門分野に精通

していることが求められる。

よって、「港湾施設の整備に関する施工計画を立案する上での着眼点」について技

術提案を求め、仕様書に提案を反映し、本業務を遂行することにより、もっとも優れ

た成果が期待できる。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注することとした。

　一般財団法人港湾空港総合技術センターは、本業務実施に係る技術提案書を建

設コンサルタント等選定委員会において評価検討した結果、予定管理技術者の経

験及び能力、実施方針及び特定テーマに対する技術提案等の項目においてもっと

も優れた技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 一般財団法人港湾空港総合技術センター と随意契
約致したい。



２－７

　　京浜港湾

　（　件名　）　 令和３年度 横浜港他港湾施設耐震性能照査等検討業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 株式会社日本港湾コンサルタン

ト と随意契約致したい。

令 和 ３ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、横浜港他の既存岸壁について、耐震性能の照査及び岸壁改良の概

略検討等を行うものである。

本業務の実施にあたっては、既設岸壁の構造的な特徴、材料や地盤特性を把握し

たうえで、レベル２地震における動的特性を把握できる解析手法により、現状の耐

震性能を適切に評価するとともに、改良断面の抽出では耐震性能が不足する箇所

の対策について、施工条件を考慮し施工実現性のある対策工法等を選定すると

いった、多岐にわたる専門分野に精通していることが求められる。

よって、高度な知識と豊かな経験を有する者から「既存岸壁の耐震性能照査及び

岸壁改良の概略検討における着眼点」の技術提案を求め、提案を仕様に反映する

ことによりもっとも優れた成果を期待することができる。

　したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注することとした。

　株式会社日本港湾コンサルタントは、本業務実施に係る技術提案書を建設コンサ

ルタント等選定委員会において評価検討した結果、予定管理技術者の経験及び能

力、実施方針及び特定テーマに対する技術提案等の項目においてもっとも優れた

技術提案を行った業者である。

本件は、下記の理由により、 株式会社日本港湾コンサルタント と随意契約致した
い。



（別紙様式２）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした

会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率
再就職
の役員

数
備 考

川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.5.10～R4.2.28 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.6.7～R4.3.18 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

横浜港新本牧地区動態観測及び管理手法等検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.6.18～R4.2.24 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

横浜港新本牧地区護岸構造検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.7.15～R4.2.28 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.8.6～R4.2.28 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

横浜港新本牧地区他施工計画検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.8.17～R4.2.28 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年度　横浜港他港湾施設耐震性能照査等検討業務 分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所 京浜港湾事務所長

R3.9.17～R4.3.25 京浜港湾事務所

建設コンサルタント等 横浜市西区みなとみらい６－３－７

令和３年４月分該当なし

13,970,000 92.6%2011101037696
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井
町１－７

8013401001509

4240001010433
復建調査設計（株）東京支社

東京都千代田区岩本町３－８－１５

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－３のとおり

（簡易公募型プロポーザル）
100.0%

東京都千代田区神田錦町３－２２

22,605,000 22,550,000 99.8%
東京都港区西新橋１－１４－２

R3.5.10

八千代エンジニヤリング(株)横浜セ
ンター

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－１のとおり

（簡易公募型プロポーザル）
15,092,000

R3.6.18 40,216,000 40,205,000

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

R3.7.15

パシフィックコンサルタンツ（株）首
都圏本社

29,491,000 29,326,000 99.4%

（公社）東京湾海難防止協会
14,311,000 14,014,000 97.9%R3.8.6

東京都千代田区霞ヶ関３－３－１
R3.8.17

（一財）港湾空港総合技術センター
32,087,000 32,065,000 99.9%5010005002705

1010701012473R3.9.17
（株）日本港湾コンサルタント

53,933,000 53,900,000 99.9%
東京都品川区西五反田８－３－６

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－６のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－７のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

令和３年１０月分該当なし

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－２のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－４のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の3第4項
理由は別紙２－５のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

川崎港臨港道路東扇島水江町線技術評価業務　沿
岸技術研究センター・大日本コンサルタント設計共同
体

－

横浜市中区住吉町４－４５－１

R3.6.7

1020005009686



（別紙様式３）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一 般 競 争 入 札 ・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率 備 考

分任支出負担行為担当官 単価契約

京浜港湾事務所長 予定調達総額

京浜港湾事務所 7,145,596
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官代理

京浜港湾事務所副所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

令和３年１０月分該当なし

京浜港湾事務所庁舎清掃

R3.4.1
(株)イーアンドワイ

一般競争入札 3,310,582 1,485,000 44.9%
一式

東京都練馬区田柄４丁目４６番５号
2011401017803

R3.4.1
(株)イーアンドワイ

一般競争入札 1,144,176 990,000 86.5%
東京都練馬区田柄４丁目４６番５号

京浜港湾事務所独身寮清掃等業務

一式

2011401017803

R3.4.1
(株)ビー・エム・ヨコハマ

一般競争入札 3,026,977 1,980,000 65.4%
横浜市中区長者町３－８－１３

京浜港湾事務所庁舎等設備保守点検業務

一式

4020001043257

京浜港湾事務所乗合自動車借上

R3.5.21

ニッポンレンタカーアーバンネット
（株）

一般競争入札 1,341,450 924,000 68.9%
一式

東京都千代田区神田紺屋町１７
1020001058968

京浜港湾事務所車両管理業務

R3.4.1
国内ロジスティクス(株)

一般競争入札 1,560,364 893,200 57.2%
一式

大阪府守口市八雲東町２丁目８２
番２２号大日駅前ビル３Ｆ

6120001159768

令和３年６月分該当なし

令和３年７月分該当なし

R3.4.26
神奈川三菱ふそう自動車販売(株)

一般競争入札 8,050,035 7,851,660 97.5%
横浜市鶴見区安善町２－１－７

京浜港湾事務所乗合自動車交換購入

一式

6020001023224

令和３年８月分該当なし

令和３年９月分該当なし



（別紙様式４）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競

争 又 は 公 募 ）
予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率

再 就 職
の 役 員

数
備 考

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官代理

京浜港湾事務所副所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

分任支出負担行為担当官

京浜港湾事務所長

京浜港湾事務所
横浜市西区みなとみらい６－３－７

企画競争
単価契約

予定数量総
額

1,870,000

京浜港湾事務所不動産鑑定評価業務（その２）

一式

7020001057320 177,100

一式

予決令第99条第16号

R3.7.26
片岡不動産鑑定士事務所 会計法第29条の3第4項

理由は別紙４－４のとおり
177,100 177,100

（株）みなと鑑定
R3.7.26

会計法第29条の3第4項
理由は別紙４－５のとおり

千葉県木更津市貝渕3-13-34
14,196,000

横浜市中区本町1-7

東京都板橋区成増１-３０-１０-９０
７

土地使用料(東扇島)

一式

R3.6.30
千葉県木更津港湾事務所

予決令第99条第16号

京浜港湾事務所不動産鑑定評価業務

令和３年８月分該当なし

令和３年度　京浜港湾クラウドサービスの運用・保守 R3.7.28
（株）EARTHBRAIN 会計法第29条の3第4項

理由は別紙４－６のとおり

177,100

R3.9.30
千葉県木更津港湾事務所

土地使用料(大黒)

一式

3011101055078

6010001008770

土地使用料（袖ケ浦）

一式

東京都千代田区丸の内１-４-５

会計法第29条の3第4項
理由は別紙４－１のとおり

668,670,750 667,700,000 99.9%

7010401016637

横浜港新本牧地区工事安全管理等業務

R3.4.1
東亜建設工業(株)横浜支店

一式
横浜市中区太田町１－１５

100.0%
横浜市中区本町６－５０－１０

3000020141003

100.0%
千葉県木更津市貝渕3-13-34

東京都港区芝浦２－１－１３

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

企画競争
単価契約

予定数量総
額

1,870,000

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14,196,000

令和３年５月分該当なし

R3.4.1
三菱UFJ信託銀行(株) 会計法第29条の3第4項

理由は別紙４－２のとおり
37,696,296 37,696,296

R3.4.1
横浜市

予決令第99条第16号 107,889,600 107,889,600

R3.4.30
（株）ダイトーコーポレーション 会計法第29条の3第4項

理由は別紙４－３のとおり
70,477,064 70,477,064

14,196,000
土地使用料（富津）（その２）

一式

令和３年１０月分該当なし

8,800,000 8,800,000 100.0%
東京都港区六本木１－６－１

4010401134284

土地使用料（富津）（その３）

一式
14,196,000



別紙４－１ 

令和３年度 

 

京 浜 港 湾 

 

 

 

随 意 契 約 理 由 書  

 

 

(件 名) 横浜港新本牧地区工事安全管理等業務 

 

 

 

本件は、下記の理由により東亜建設工業（株）横浜支店 と随意契約致したい。 
 

 

記 

 

 

 新本牧ふ頭建設事業については、航行安全対策について学識経験者、海事関係者、海上

保安庁、国土交通省関東地方整備局及び横浜市港湾局からなる「横浜港新本牧ふ頭整備に

係る船舶航行安全対策調査検討会議」（以下検討会議という。）を 2018（平成３０）年

１２月に設置し、検討を行った。その中で、新本牧ふ頭建設工事の安全と一般航行船舶等

の安全を確保するための対策として、「警戒船の運用」、「工事用作業船の運航管理」、

「工事作業情報の周知および保安応急等」について総括的に管理運用する体制を図ること

を海事関係者及び海上保安庁から強く要請された。 

 これに対して、共同事業者である国土交通省関東地方整備局と横浜市港湾局で、当該工

事が長期間にわたり船舶航行の輻輳区域で行われることを勘案し、事業者（発注者）と請

負者の代表者からなる「新本牧ふ頭建設工事連絡協議会」及び「航行安全連絡協議会連合

会」を設置し、同連合会事務局が総括的な安全管理を実施することで 2019（令和元）年

５月の検討会議で了承され、工事中の安全対策の了解が得られた。 

 こうした背景を踏まえ、令和元年 12月 19日に横浜市と国土交通省関東地方整備局で

「横浜港新本牧ふ頭建設工事に伴う船舶航行安全管理に係る協定書」（令和元年 12月 19

日付け、港湾政第 931号、横浜市回答）を取り交わし、その協定書に従って新本牧地区に

おける建設工事の安全管理業務を令和２年度より実施しているところである。 

 本業務は、国及び横浜市が行う新本牧ふ頭建設工事の安全と一般航行船舶の安全を確保

するため、情報管理、警戒管理、施設維持管理及び運航管理を行い、有効かつ適切な安全

管理が総括的に機能するよう、横浜市との共同事業として安全管理業務を遂行することを

目的とする。 

 東亜建設工業(株)横浜支店は、本件業務を当局と共同で実施する横浜市が既に契約を予

定しているため、同社と契約することによって円滑な対応が図られる。 

 よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、東亜建設工業(株)横浜支店と随意契約す

るものである。 



令和３年度

京浜港湾

（案）

随意契約理由書

（件名）土地使用料（東扇島）

　本件は、下記の理由により、三菱UFJ信託銀行株式会社と随意契約致したい。

記

本業務は、川崎港東扇島水江町地区において実施中の川崎港東扇島水江町地区
臨港道路整備事業にて使用する作業ヤードの借上を行うものである。

当該事業の作業ヤードは、限られた工期の中で速やかに事業を進めるため、事
業用地と隣接していることが必須である。上記の条件をもとに作業ヤードとして
適切な物件を調査したところ、三菱UFJ信託銀行株式会社の当該物件以外に適切な
物件はなかったため、三菱UFJ信託銀行株式会社を特定した。

よって、会計法第２９条の３第４項により、三菱UFJ信託銀行株式会社と随意契
約することとする。

a83ab-kurashina
テキスト ボックス
別紙４－２



令和３年度

京浜港湾

随意契約理由書

（件名）土地使用料(袖ヶ浦)　

　本件は、下記の理由により、株式会社ダイトーコーポレーションと随意契約
致したい。

記

本件は、横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事においてＲＣケーソンを
製作するにあたり、そのヤードとして株式会社ダイトーコーポレーションより借
り上げるものである。

東京湾内における当該工事実施地区周辺において、ＲＣケーソンの製作作業を
行う場所として大型構造物の製作が可能であり、かつ、3,000t級以上の起重機船
での浜出しが可能となる適地を調査したところ、数カ所の候補地があったところ
であるが、そのうち、借地に対応出来る土地は、株式会社ダイトーコーポレー
ションが南袖物流ターミナルとして管理する当該土地以外になかったため、株式
会社ダイトーコーポレーションを特定した。

よって、会計法第２９条の３第４項により、株式会社ダイトーコーポレーショ
ンと随意契約することとする。

別紙４－３－３



４－４ 

 

令和３年度 

 

  京浜港湾  

 

 

 随意契約理由書  

 

 

 （件名） 京浜港湾事務所不動産鑑定評価業務   

 

 

 本件は、下記の理由により 片岡不動産鑑定士事務所 と随意契約したい。 

 

記 

 

 本業務は、京浜港湾事務所が施行する事業のために必要となる土地の取得に

要する鑑定評価及び鑑定評価書の作成、並びにこれに付随する諸業務を行うも

のである。 

 本業務の実施にあたっては、地域精通度の高い的確な不動産鑑定能力を要す

ることから、鑑定評価の実績や業務実施方針について企画提案書の提出を求め

審査を行い、評価の合計点上位２者を特定する企画競争により発注を行う事と

した。 

 その結果、評価の合計点が第１位であった 片岡不動産鑑定士事務所 を特定

したものである。 

 

 よって、会計法第 29条の 3第 4項により、 片岡不動産鑑定士事務所 と随意

契約することとする。 

 

  



４－５ 

 

令和３年度 

 

  京浜港湾  

 

 

 随意契約理由書  

 

 

 （件名） 京浜港湾事務所不動産鑑定評価業務（その２）   

 

 

 本件は、下記の理由により 株式会社みなと鑑定 と随意契約したい。 

 

記 

 

 本業務は、京浜港湾事務所が施行する事業のために必要となる土地の取得に

要する鑑定評価及び鑑定評価書の作成、並びにこれに付随する諸業務を行うも

のである。 

 本業務の実施にあたっては、地域精通度の高い的確な不動産鑑定能力を要す

ることから、鑑定評価の実績や業務実施方針について企画提案書の提出を求め

審査を行い、評価の合計点上位２者を特定する企画競争により発注を行う事と

した。 

 審査の結果、評価の合計点が第２位であった 株式会社みなと鑑定 を特定し

たものである。 

 

 よって、会計法第 29条の 3第 4項により、 株式会社みなと鑑定 と随意契約

することとする。 

 

  



４－６ 

 

令和３年度 

 

京 浜 港 湾 

 

 

 

随 意 契 約 理 由 書  

 

 

(件 名)京浜港湾クラウドサービスの運用・保守 

 

 

 

本件は、下記の理由により株式会社 EARTHBRAINと随意契約致したい。 
 

 

記 

 

 

 本件は、港湾整備 BIM/CIMクラウドシステムを運用するためのクラウドサービス（サー

バーの利用・保守、及びソフトウェアライセンス）の契約を行うものである。 

 本システムは、令和２年度から構築を開始して、概ね５年間での完成を計画しているも

ので、令和２年度に基本システムを構築し、「株式会社 EARTHBRAIN」のクラウドサービ

スにより、試験運用を開始している。 

 また、本システムは、既存のアプリケーションソフトである Navisworks(Autodesk

製)、Forge(Autodesk製)、Navis＋(CTC製)、ILSim(CTC製)等をカスタマイズして構築し

ていることから、前述したアプリケーションソフトのカスタマイズおよび搭載が可能なク

ラウドサービスが必要となる。 

「株式会社 EARTHBRAIN」は、国内で唯一、上記、アプリケーションソフトのカスタマ

イズと運用が可能なクラウドサービスを提供している会社である。 

 よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、株式会社 EARTHBRAINと随意契約するも

のである。 

 

 


